
５月３１日まで臨時休校を再延長します 

 

政府による緊急事態宣言並びに京都府知事による休業要請が延長されたことを受け，本校を含む京都

市の学校・幼稚園の臨時休業を５月３１日（日）まで延長することが教育委員会において決定されまし

たのでお知らせいたします。 

 

１ 臨時休業期間の延長について 

（１）臨時休業の延長 

５月３１日（日）まで延長します。 

※ なお今後の感染状況を踏まえ期間を変更することもあります。ご承知おきください。 

（２）特例預かりの実施について 

引き続き，特例預かりを実施します。詳細については５月１５日までに配布するプリントをご覧

ください。 

 

２ 臨時休業期間中の家庭学習支援の取組について  

 （１） 希望する子どもを対象にした学習相談日等の設定 

希望する子どもたちが，直接教員に学習で困っていることを相談する時間を設けます。日程等，

詳細につきましては，５月１５日までにお知らせします。 

 （２） 学習課題の回収と配布 

   〇学習課題の回収（５月１日配布分） 

５月１８日（月）１９日（火）１０：００～１６：００のいずれか都合の良い時に学校へ持参し 

てください。次の学習課題は，回収した時にお渡しします。 

 （３）５月の学習内容に関するＫＢＳ京都テレビでの「特別教育番組」の放送 

小学校１年生～３年生対象の番組も新たに加え，小学１年～中学３年生の各学年で，５月に学習

する単元を中心とした「特別教育番組」を，５月１８日（月）から５月２９日（金）にＫＢＳ京都

で放送します。放送スケジュールの詳細は，後日配布のチラシをご参照ください。 

なお４月放送分の動画はKBS京都テレビのホームページから閲覧できますので，あわせてご活用

ください。閲覧の際に必要なパスワード等につきましては，５月１日配布の学習課題とともにお知

らせさせていただいております。 

（４）文部科学省や東京書籍等の家庭学習教材の活用 

文部科学省「子供の学び応援サイト～臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト

～」や東京書籍「プリントひろば」等につきましても，パスワード等，学習課題とともに，改めて

お知らせいたします。ご活用ください。 

 

３ 学校再開後の授業時数の確保等 

この度の臨時休業期間の延長に伴い，学校再開後の，各教科等の授業時数を確保するため，学校行

事の見直しや時間割の工夫（例：週１～３回程度の７時間授業など），補充学習の実施（例：放課後

や月１～２回程度の土曜学習など），また，夏休み（夏季休業期間）を短縮し，７月中の「午前中授

業」（給食はありません。）の実施等について検討する方針が教育委員会から示されました。 

  保護者の皆様には，改めて詳細をお知らせさせていただきますので，よろしくお願いいたします。 


